
大阪府中央卸売市場活性化協議会設置要綱

（設置）

第１条 大阪府中央卸売市場（以下「市場」という。）の活性化及び競争力の強化を図

るため、大阪府、市場、市場関係事業者、その他食料品の流通に知識経験を有する者

による協議、検討の場として、大阪府中央卸売市場活性化協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）市場の活性化及び競争力強化に関すること

（２）市場と加工食品卸売団地の連携に関すること

（３）指定管理者に関すること

（４）市場の規制のあり方に関すること

（委員）

第３条 協議会の委員は、別表に掲げる組織の代表者及び学識経験者とする。

（議長）

第４条 協議会に議長を置き、協議会委員の互選により選任する。

２ 議長は、協議会の議事を運営する。

（協議会）

第５条 協議会は、大阪府中央卸売市場長（以下「場長」という。）が召集する。

２ 協議会は原則として公開で行う。

（事務局）

第６条 協議会の事務局を中央卸売市場に置く。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、場長が定め

る。

  附 則

この要綱は、平成２２年８月５日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成２４年１１月１３日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成２９年６月３０日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年６月２８日から施行する。



別表（第３条第１項関係）

大阪府中央卸売市場管理センター株式会社

大阪北部中央青果株式会社

大果大阪青果株式会社北部支社

株式会社うおいち北部支社

株式会社大水北部支社

大阪府青果卸売協同組合

大阪府水産物卸協同組合

株式会社北部冷蔵サービスセンター

大阪府流通対策室

大阪府中央卸売市場


